
寄せられた質問について、次の通り回答します。

No 質問項目 質問内容 回答

1 ポイントについて

交付するポイントには交換有効期限がありますがそれは受託者の設定でよろし
いでしょうか？

また仕様書に「支払いはポイント等交付実績による」との記載がありますが、この
「交付」とは「付与」の意味で「交換（された実績）」ではない、という理解でよろしい
でしょうか？

ポイントの交換有効期限はお見込みのとおり受託者で設定していただきますが、
期限の設定にあたっては、申請者の利用までの期間等を考慮した期限を提案して
ください。また、ポイント等交付実績についてはお見込みのとおりです。

2 提出書類について
仕様書Ｐ１１に、予備審査・本審査に必要な書類として「その他市長が必要と認め
る書類」との記載がありますが、どんなものが必要となるかお示しいただけます
か？

実際に求める資料の例は後日運用の手引書等を作成し、市のホームページ上に
公表します。

3 件数について

エアコン・冷蔵庫の想定件数として記載されている8,600件とは、エアコン・冷蔵庫
で店頭値引きがされた件数、という認識であってますでしょうか。
また、「予備申請～本申請の２段階で行う」と後述されていますが、予備申請と本
申請の「のべ」の数となりますか。
このように件数の定義をお示しいただきたいです。

エアコン・冷蔵庫の想定件数についてはお見込みのとおりです。
なお、8,600件とは、エアコン・冷蔵庫で店頭値引きがされた件数であり、予備事
業・本申請のそれぞれが8,600件の申請件数となると想定しています。

4 申請書類の確認について

販売実績一覧として、購入者氏名や設置住所など申請情報として届く認識です
が、これらを証明する添付書類などのチェックは必要でしょうか。
こちらも「その他必要となる書類」として具体的にどんなものを想定してらっしゃる
かをお示しいただけますでしょうか。

また、宅配ボックス設置助成事業については「新築住宅ではないこと」の確認が
記載されてますが、提出書面の中に登記簿謄本は含まれますか。

添付書類などのチェックは必要です。また、実際に求める資料の例は後日運用の
手引書等を作成し、市のホームページ上に公表いたします。
宅配ボックス設置助成事業については、登記簿謄本の提出は求めませんが、共
同事業実施規約等で新築住宅でないことについて誓約を求めることとします。

5 補助ポイント額について
補助を電子ポイントと紙商品券で選べるとした場合、紙商品券については、その
送料に該当する分を減額した金券としても支障は無いでしょうか。
例：電子ポイントなら10,000ポイント、紙券なら9,000円分…など

補助額は「購入費（設置工事費含む、税抜）の1/3（※）上限10,000 ポイントまたは
ギフトカード」としており、送料を減額することは想定していません。

6
予算終了間際の「抽せん」の運用イ
メージについて

仕様書に『交付決定を抽せんにするなど不公平がないように対応すること』とあり
ますが、市が想定している抽せんの対象期間（例：予算到達日の前1週間分など）
や、具体的な選定方法の希望はありますか？

抽選の対象期間については、概ね予算額に達することが見込まれる日を抽選日と
します。そのため予算の残額の確認は毎日行うことを想定しています。具体的な
選定方法については受託決定後に協議することを想定しています。

7 チラシの印刷部数について
チラシの印刷部数について、R7年度の事業案内112店舗の際の印刷部数をご提
示ください。

家電量販店には案内書・申請書をそれぞれ約300部、それ以外の事業者にはそ
れぞれ約30部お配りしました。

大分市省エネ家電購入促進事業及び大分市宅配ボックス設置助成事業に係る申請受付等業務委託公募型プロポーザルの公募に関する質問に対しての回答



No 質問項目 質問内容 回答

8
事業の効果検証（ＣＯ２削減量等）
の算出基準について

実績報告書に含める『事業効果（CO2削減量等）』の算出について、市が指定す
る計算式や係数はありますか？

具体的な計算式や係数につきましては、指定はしていませんが、算出根拠につい
てもご提案いただくことを想定しています。

9 提案書のページ数について 提案書ページ数40pとのことですが、表紙や目次は含みますでしょうか。 表紙や目次は含めず40ページ以内で作成をお願いします。

10 主な要件
主な要件のうち『対象機器を店頭において販売する市内の電器店等。 』について
は、大分市外に本社を置く量販店なども含まれる認識で良いか

お見込みのとおりです。

11 アンケートについて アンケートの収集タイミングは任意で良いか（申請時なのか給付時なのか）。 アンケートにつきましては、申請時の集計を想定しています。

12 アンケートについて
「本事業等に関するアンケートへの回答」のうち、必須で収集する項目はあるか。
収集項目についても受託決定後に協議がある認識で良いか。

収集項目につきましては必要・任意を含め、市の承認を得ることとしています。

13 アンケートについて
「本事業等に関するアンケートへの回答」は申請の必須条件か、それとも任意回
答か

アンケートへの回答については、原則回答を求めることとしますが、回答がない場
合に申請者に不利益がある（補助・ポイントの付与がされない）仕様にはならない
ような企画をご提案ください。



No 質問項目 質問内容 回答

14 製品型番
製品型番入力はプルダウン式など誤入力を防ぐ措置の必要が要件に盛り込まれ
ているが、型番の情報源としては資源エネルギー庁の『省エネ型製品情報サイト
（https://seihinjyoho.go.jp/）』を活用する認識で良いか。

お見込みのとおりです。

15 申請対象者について
同時に対象製品から２ジャンルの商品（例：LED、宅配BOX）を一緒にネット購入し
た場合、LEDはネット購入対象外、宅配BOXはネット購入対象となっているため、
宅配BOXのみ申請可になる認識で相違ないか。

お見込みのとおりです。

16 委託料の内訳について
委託料上限の102,000,000円に、ポイント交付額32,000,000円(以上)は含まれてい
るかと思いますが、エアコン・冷蔵庫の補助金20,000,000円も含まれていますで
しょうか。

エアコン・冷蔵庫の補助金については、市が電気店等に交付することとしていま
す。

17 商品券
商品券とは具体的にどのようなものを指すか？
JCBギフトカードなどを想定しているか？
またこれらには利用できる有効期限の設定はないものという認識で良いか？

お見込みのとおりギフトカード等を想定しており、有効期限についてもお見込みの
とおりです。

18 原資について
原資は業者決定から業者が対象者等へ実際に振込を行うまでに入金いただける
認識で良いか。
一時的であったとしても立替は発生しない認識で良いか。

エアコン・冷蔵庫の補助金については、市が電気店等に交付することとしています
ので、立替は発生しません。LED照明器具・宅配ボックスのポイント付与について
は月ごとにポイント付与実績等を報告、請求いただくことは可能ですが、市が成果
確認を行ったうえでの支払いとなりますので、一時立替いただくこととなります。

19 前回類似事業の委託実績

前回類似事業の委託実績はあるか？ある場合は下記ご教示願います。
①前回業者名
②前回類似事業について
　・申請件数および初回申請の不備件数
　・各月の事務局配置人員数

以下のとおり回答いたします。
大分市省エネ家電購入促進事業支援業務委託
①株式会社マイダスコミュニケーション
②5248件
初回申請の不備件数に関しては把握していません。
月によって配置人数は変更していませんが、窓口業務は3名、審査業務は6名の
体制としていました。

20
市内の電気店等の店舗数
※仕様書１P１―（１）

市内に事業者登録されている電器店等の店舗数をご教示ください。
「事前に登録した市内の登録電気店等」は本事業にあたって、市内の各電気店等
に案内を実施し、ご希望により登録いただいた電気店等を指しており、現時点で
は店舗数は回答できません。



No 質問項目 質問内容 回答

21
LED証明器具の対象製品について
※仕様書３P３―１―（２）

「屋外で使用するLED照明器具は除く」との記載があるが、「屋外で使用する」の
定義とは「対象製品に関わらず、屋外に設置されている」との認識でよいか。

お見込みのとおりです。

22
宅配ボックスの対象製品について
※仕様書３P３―１―（３）

「ア～エ」に記載されている要件を満たす対象製品であることの確認方法は、どの
ような方法を想定されているかご教示ください。

申請者がWEBまたは郵送で申請を行う際に、設置後の写真と要件を満たしている
ことがわかる資料を添付してもらうこと等を想定しています。

23
コールセンターの電話番号について
※仕様書７P３―６―（２）

コールセンターの電話番号はIP回線（０５０番号）でもよいか。
また、一つの電話番号からIVR（自動音声応答）等の機能を用いて、登録電器店
と利用者どちらからの入電であるかを振り分けしての対応でもよいか？

コールセンターの電話番号や運用については具体的な指定はありませんので、適
切な運用方法をご提案ください。

24 HPについて
公開期間はいつからいつまでを想定されていますでしょうか。
また更新頻度、更新内容の想定をご教示ください。

公開期間・内容については、事業開始前後に十分な告知期間を設けることを前提
に協議の上設定します。
更新頻度については、基本的には日次反映を想定していますが、予算残額等は
即時反映できるご提案を求めます。

25 郵送費用について
本事業にかかる郵送費用は受託者負担、委託費に含める認識で良いでしょう
か。

お見込みのとおりです。

26 見積書について
「委託料のうち、ポイント等交付額は、32,000,000 円以上」と記載があるが、見積
書にこの金額は計上する必要がある認識で良いか。

お見込みのとおりです。


